
船舶事故等調査報告書 

平成２２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９広第２３４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年９月２日（水） ０７時４９分ごろ 

発生場所 広島県尾道
おのみち

糸崎
いとざき

港 尾道灯台から真方位２４５°７１０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２３.９′ 東経１３３°１１.３′） 

事故等調査の経過  平成２１年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 巡視艇 からたち、２６トン 

   １３５２０８、国土交通省海上保安庁 

Ｂ 釣船 清雲
せいうん

丸、５トン未満（長さ５.２３ｍ） 

   ２７３－２１０２広島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長、二級小型船舶操縦士 

Ｂ 同乗者 

 死傷者等 同乗者Ｂ 背中打撲 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板擦過傷 

Ｂ 船首部 擦過傷及び塗装はく
．．

離 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、尾道糸崎港の船艇基地から東方約２,

５００ｍに位置する桟橋（以下、「Ａ桟橋」という。）に向け航行してい

たところ、右舷船首方にＢ船を認めたので右方に変針して東進し、Ｂ船

は、Ａ桟橋付近を北西進していたところ、左舷船首方にＡ船を認めたので

左転を始めたが、平成２１年９月２日０７時４９分ごろ、Ａ船とＢ船とが

衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 なし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 船長Ａは、尾道糸崎港内を東進中、Ｂ船に対

し、警告信号を行ったが、速やかに回避動作をと

らなかったものと考えられる。 

 船長Ｂは、北西進中、釣り道具の部品を床に落

とし、部品を捜すことに意識を集中したことか

ら、Ａ船の接近に気付かなかったものと考えられ

る。 

原因  本事故は、尾道糸崎港において、Ａ船が東進中、Ｂ船が北西進中、船長

Ａが、速やかに回避動作をとらず、また、船長Ｂが、釣り道具の部品を捜

すことに意識を集中してＡ船の接近に気付かなかったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 



 




